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法律による医療機関及び施術者の指定(社会福祉課)
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○ 政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく政治団体の解散届及び収支報告書の要旨(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の指定(選挙管理委員会)

○ 政治資金規正法に基づく資金管理団体の届出事項の異動(選挙管理委員会)
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イ
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ネ
ッ
ト
端
末
機
器
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
（
第
八
条
第
一
項
の

ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
電
子
決
済
投
票
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
電
子
決
済
投
票
の
方
式
） 

第
二
条 

電
子
決
済
投
票
は
、
勝
者
投
票
を
行
お
う
と
す
る
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
機
器
を

使
用
し
て
、
県
が
管
理
す
る
電
子
決
済
投
票
に
係
る
電
子
計
算
機
（
以
下
「
電
子
決
済
投
票
サ

ー
バ
」
と
い
う
。
）
に
勝
者
投
票
の
内
容
を
入
力
す
る
方
式
に
よ
り
行
う
。 

（
電
子
決
済
投
票
契
約
） 

第
三
条 

電
子
決
済
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
知
事

が
別
に
定
め
る
電
子
決
済
投
票
の
利
用
に
関
す
る
規
約
を
承
諾
し
、
知
事
と
電
子
決
済
投
票
に

関
す
る
契
約
（
第
六
条
に
お
い
て
「
電
子
決
済
投
票
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
者
と
す

る
。 

（
利
用
者
情
報
の
登
録
等
） 

第
四
条 

利
用
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
が
別
に
指
定
す
る
金
融
機
関
（
第
五
号
及
び
第
十
九

条
に
お
い
て
「
取
扱
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
に
普
通
預
金
口
座
（
第
五
号
及
び
第
六
号
並
び

に
第
十
九
条
に
お
い
て
「
指
定
口
座
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す
る
と
と
も
に
、
知
事
が
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
機
器
か
ら
次
に
掲
げ
る
事
項
を
電
子
決
済
投
票

サ
ー
バ
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日 

二 

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

三 

住
所 

四 

電
話
番
号 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
五
号



五 

指
定
口
座
を
開
設
し
た
取
扱
金
融
機
関
及
び
店
舗
の
名
称 

六 

指
定
口
座
の
口
座
番
号 

七 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
欠
格
事
項
） 

第
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
利
用
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条

又
は
第
十
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
規
定
す
る
者 

二 

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の 

三 

法
に
違
反
し
て
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

四 

法
人
そ
の
他
の
団
体 

（
解
約
） 

第
六
条 

知
事
は
、
利
用
者
か
ら
電
子
決
済
投
票
契
約
の
解
約
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は

利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
者
と
の
電
子
決
済
投
票
契

約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
事
項
が
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
と
き
。 

二 

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
た
と
き
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
者
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
利
用
者
投
票
履
歴
） 

第
七
条 

知
事
は
、
利
用
者
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
利
用
者
投
票
履
歴
を
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

二 

電
子
決
済
投
票
実
施
年
月
日 

三 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
ポ
イ
ン
ト
の
預
託
） 

第
八
条 

利
用
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
電
子
決
済
投
票
を
行

う
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
（
以
下
「
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
購
入
し
、
電
子
決
済
投
票
サ
ー
バ

に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

利
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
使
用
し
て
、
百
ポ
イ
ン
ト
当
た
り

百
円
の
勝
者
投
票
券
（
以
下
「
車
券
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

法
第
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
は
、
同
号
に
掲
げ
る
自
転
車
競
走
に
係
る
車
券
を
購
入
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
車
券
の
発
売
単
位
） 

第
九
条 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
実
施
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第
五
条

の
規
則
で
定
め
る
枚
数
分
は
、
十
枚
分
又
は
二
十
枚
分
と
す
る
。 



（
勝
者
投
票
法
の
種
類
） 

第
十
条 

勝
者
投
票
法
は
、
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
重
勝
式
勝
者
投
票
法
と
す
る
。 

（
競
輪
の
指
定
） 

第
十
一
条 

車
券
を
発
売
す
る
自
転
車
競
走
は
、
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。 

（
購
入
限
度
額
） 

第
十
二
条 

車
券
の
購
入
限
度
額
は
、
電
子
決
済
投
票
を
行
う
際
に
利
用
者
が
電
子
決
済
投
票
サ

ー
バ
に
預
託
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
日
に
九
百
九
十
九
万

円
を
超
え
て
車
券
を
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
車
券
購
入
の
方
法
） 

第
十
三
条 

第
八
条
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
車
券
の
購
入
の
方
法
は
、
知
事
が
別
に

定
め
る
。 

（
投
票
の
成
立
） 

第
十
四
条 

電
子
決
済
投
票
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
機
器
の
勝
者
投
票
の
確
認
画
面
に
お
い

て
利
用
者
が
自
己
の
勝
者
投
票
の
内
容
を
確
認
し
、
か
つ
、
所
定
の
条
件
を
満
た
し
た
勝
者
投

票
の
内
容
が
電
子
決
済
投
票
サ
ー
バ
に
記
録
さ
れ
た
時
に
成
立
す
る
。 

（
投
票
の
取
消
し
及
び
変
更
） 

第
十
五
条 

利
用
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
が
成
立
し
た
後
は
、
車
券
の
購
入

の
取
消
し
又
は
購
入
に
係
る
勝
者
投
票
法
の
種
類
若
し
く
は
組
若
し
く
は
購
入
金
額
の
変
更

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
車
券
等
の
受
領
及
び
保
管
） 

第
十
六
条 

発
売
し
た
車
券
並
び
に
こ
れ
に
係
る
払
戻
金
及
び
返
還
金
は
、
知
事
が
利
用
者
に
代

わ
っ
て
受
領
し
、
及
び
保
管
す
る
。 

（
代
理
購
入
等
の
禁
止
） 

第
十
七
条 

利
用
者
は
、
電
子
決
裁
投
票
を
自
ら
行
う
も
の
と
し
、
こ
れ
を
他
人
に
行
わ
せ
、
又

は
他
人
の
委
託
を
受
け
て
こ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
受
付
の
拒
否
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
電
子
決
裁
投
票
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
適
合
し
な
い
疑
い
が
あ

る
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
受
付
を

拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
払
戻
金
及
び
返
還
金
の
交
付
） 

第
十
九
条 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
利
用
者
に
代
わ
っ
て
受
領
し
た
払
戻
金
及
び
返
還

金
の
交
付
は
、
当
該
自
転
車
競
走
が
実
施
さ
れ
た
日
（
以
下
「
当
該
開
催
日
」
と
い
う
。
）
に
、

知
事
が
保
管
す
る
車
券
と
引
換
え
に
、
当
該
利
用
者
の
希
望
に
よ
り
知
事
が
当
該
利
用
者
に
代

わ
っ
て
電
子
決
済
投
票
サ
ー
バ
に
預
託
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
差
し
引
い
て
、
当
該



利
用
者
の
指
定
口
座
へ
の
振
込
み
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
開
催
日
が
取
扱
金
融
機
関
の

休
業
日
に
当
た
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
当
該
開
催
日
に
振
り
込
む
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
直
後
の
取
扱
金
融
機
関
の
営
業
日
に
振
り
込
む
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
者
投
票
履
歴
の
閲
覧
） 

第
二
十
条 
利
用
者
は
、
第
七
条
の
利
用
者
投
票
履
歴
に
つ
い
て
、
当
該
開
催
日
か
ら
起
算
し
て

六
十
日
間
、
知
事
に
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
車
券
の
閲
覧
） 

第
二
十
一
条 

利
用
者
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
保
管
す
る
車
券
に
つ
い
て
、
当
該

開
催
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
間
、
知
事
に
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
投
票
の
記
録
等
） 

第
二
十
二
条 

知
事
は
、
電
子
決
済
投
票
の
内
容
を
記
録
し
、
及
び
当
該
開
催
日
か
ら
起
算
し
て

六
十
日
間
、
こ
れ
を
保
存
す
る
。 

（
委
託
に
係
る
事
務
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
二
十
三
条 

法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
電
子
決
済
投
票
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一

部
が
私
人
に
委
託
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
に
係
る
事
務
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
受
け
た
私
人
の
代

表
者
」
と
、
「
県
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
を
受
け
た
私
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
埼
玉
県
自
転
車
競
走
電
子
決
済
投
票
実
施
規
則
（
平
成
二

十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
電
子
決
済
投
票
を
除
く
。
」
を
加
え

る
。 



規 
 

則

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
す
る
事
務 

の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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成
二
十
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年
七
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三
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埼
玉
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知
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上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
清
算
金
の
徴
収
及
び
交
付
に
関
す
る 

事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
（
昭
和

六
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
清
算
金
の

徴
収
及
び
交
付
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
清
算
金
の
額
の
通
知
） 

第
二
条 

知
事
は
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
百
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
が
確
定
し
た
と
き
は
、
法
第
八
十
七
条
第
一

項
第
三
号
の
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
に
基
づ
き
、
様
式
第
一
号
の
清
算
金
台
帳
を
作
成
す

る
と
と
も
に
、
徴
収
し
、
又
は
交
付
す
べ
き
清
算
金
の
額
を
様
式
第
二
号
の
清
算
金
確
定
通
知

書
に
よ
り
徴
収
し
、
又
は
交
付
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
分
割
納
付
の
申
出
） 

第
三
条 

施
行
規
程
第
二
十
六
条
第
一
項
の
分
割
納
付
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
は
、
様
式
第
三
号

の
清
算
金
分
割
納
付
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
徴
収
の
通
知
） 

第
四
条 

知
事
は
、
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
（
法
第
百
十
一
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
り
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
殺
を
し
た
後
の
残
額
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
法
第
百
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
を
分
割
徴
収
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
の
清
算

金
徴
収
簿
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
清
算
金
の
額
及
び
納
期
限
を
様
式
第
五
号
の
清
算
金

（
分
割
）
徴
収
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
清
算
金
を
徴
収
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
繰
上
納
付
） 

第
五
条 

清
算
金
を
分
割
納
付
す
べ
き
者
は
、
施
行
規
程
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
未

納
の
清
算
金
の
全
部
又
は
一
部
を
繰
り
上
げ
て
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
六
号
の

清
算
金
繰
上
納
付
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
清
算
金
繰
上
納
付
申
出
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
分
割
徴
収
の
決
定

埼
玉
県
規
則
第
八
十
六
号



を
取
り
消
し
、
徴
収
金
額
及
び
納
期
限
を
様
式
第
七
号
の
清
算
金
分
割
徴
収
決
定
取
消
兼
清
算

金
（
分
割
）
徴
収
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
清
算
金
繰
上
納
付
申
出
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
期
限
前
徴
収
） 

第
六
条 

知
事
は
、
施
行
規
程
第
二
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
を
完
了
す
べ
き
期
限
前 

に
お
い
て
未
納
の
清
算
金
の
全
部
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
分
割
徴
収
の
決
定
を
取
り
消
し
、
徴

収
金
額
及
び
納
期
限
を
様
式
第
八
号
の
清
算
金
分
割
徴
収
決
定
取
消
兼
清
算
金
徴
収
決
定
通
知

書
に
よ
り
清
算
金
を
徴
収
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
清
算
金
等
徴
収
職
員
） 

第
七
条 

知
事
は
、
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
定
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
徴
収
職
員
」

と
い
う
。
）
に
、
法
第
百
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
清
算
金
並
び
に
督
促
手
数
料
及
び
延
滞

金
の
徴
収
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

徴
収
職
員
は
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
第
二
百
八
条

第
一
項
の
分
任
出
納
員
と
み
な
す
。 

３ 

徴
収
職
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
並
び
に
督
促
手
数
料
及
び
延
滞
金
の
徴
収
を 

行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
九
号
の
清
算
金
等
徴
収
職
員
証
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
交
付
の
通
知
等
） 

第
八
条 

知
事
は
、法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
清
算
金
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

様
式
第
十
号
の
清
算
金
交
付
簿
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
清
算
金
の
額
を
様
式
第
十
一
号 

の
清
算
金
交
付
決
定
通
知
書
に
よ
り
当
該
清
算
金
を
交
付
す
べ
き
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
知
事
が
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
様
式
第
十
二
号

の
清
算
金
交
付
請
求
書
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
供
託
） 

第
九
条 

知
事
は
、
施
行
地
区
内
の
宅
地
又
は
宅
地
に
つ
い
て
存
す
る
権
利
に
つ
い
て
清
算
金
を

交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
又
は
権
利
に
つ
い
て
先
取
特
権
、
質
権
又
は
抵
当
権
が

あ
る
と
き
は
、
様
式
第
十
三
号
の
法
第
百
十
二
条
該
当
調
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
供
託
し
な
く
て
も
よ
い
旨
の
申
出
は
、
知
事
が
指
定
す 

る
期
限
ま
で
に
様
式
第
十
四
号
の
清
算
金
供
託
不
要
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
は
、
清
算
金
を
供
託
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
五
号
の
清
算
金
供
託
通
知
書
に
よ
り
当 

該
清
算
金
を
交
付
す
べ
き
者
及
び
当
該
清
算
金
に
係
る
宅
地
又
は
宅
地
に
つ
い
て
存
す
る
権
利

に
つ
い
て
先
取
特
権
、
質
権
又
は
抵
当
権
を
有
す
る
債
権
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
債
務
又
は
債
権
の
承
継
の
届
出
） 



第
十
条 

清
算
金
の
支
払
の
債
務
又
は
清
算
金
の
交
付
を
受
け
る
債
権
に
つ
い
て
相
続
そ
の
他
の

一
般
承
継
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
は
、
様
式
第
十
六
号
の
清

算
金
債
務
承
継
届
又
は
様
式
第
十
七
号
の
清
算
金
債
権
承
継
届
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
氏
名
等
変
更
の
届
出
） 

第
十
一
条 

清
算
金
を
納
付
す
べ
き
者
又
は
清
算
金
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
は
、そ
の
氏
名（
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
又
は
代
表
者
の
氏
名
）
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
様
式
第
十
八
号
の
氏
名
等
変
更
届
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
延
滞
金
の
減
免
申
請
） 

第
十
二
条 

施
行
規
程
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
延
滞
金
の
減
額
又
は

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
九
号
の
延
滞
金
減
免
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第１号（第２条関係）

町又は字 地番 地目 地積（㎡） 町又は字 地番 地目 地積（㎡） 徴収 交付 徴収 交付

注

　３　「番号」欄は、権利者ごとに一連番号を記載し、他の通知書等との照合に用いること。
　４　法人の場合は、「権利者の住所・氏名（名称）」欄に主たる事務所の所在地及び法人名を記載すること。
　５　「供託する清算金の額」欄は、土地区画整理法第１１２  条第１項の規定により供託すべき清算金があるときに記載し、清算金供託不要申出書（様式第１４号）の提出があったときは記載しないこと。

債務・債権の
承継

換地処分後の土地 清算金の額（円）
供託する清算
金の額（円）

清        算        金        台        帳

　１　この台帳は、土地区画整理法第８７条第１項第３号の各筆各権利別清算金明細に基づき作成すること。
　２　清算金を徴収し、又は交付すべき者に属するすべての権利について記載すること。

相殺後の清算金の額（円）
番号 権利者の住所・

氏名（名称） 権利の種類

供託不
要の申
出の有
無

従前の土地



様式第２号（第２条関係）  

 

清  算  金  確  定  通  知  書  

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る清算金について、土地区画

整理法第１０４条第８項の規定により下記のとおり確定したので通知します。  

 

記  

 

徴 収 す べ き 清 算 金  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

 

交 付 す べ き 清 算 金  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

 

交付すべき清算金のうち  

供託する額  

千  百  十  万  千  百  十  円  

        

 
備考  

  １  徴収すべき清算金と交付すべき清算金がある場合は、次の２に該当すると  

きを除き、これらを相殺した後の残額を徴収し、又は交付します。  

  ２  交付すべき清算金のうち供託する額は、従前の宅地又は宅地について存す  

る権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者がある場合におい  

て、当該債権者から清算金供託不要申出書（様式第１４号）の提出がなかっ  

たときに、供託するものです。  

  ３  相殺をした後の徴収すべき清算金が３万円を超えるときは、分割納付を申  

し出ることができます。



様式第３号（第３条関係）  

 

清  算  金  分  割  納  付  申  出  書  

 

年   月   日   

 

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 

住所  

 

 

氏名（名称及び代表者氏名）  

 

㊞   

電話番号  

 

 

年   月   日付けで通知のあった徴収すべき清算金を分割納付した

いので申し出ます。  

 

徴 収 す べ き 清 算 金  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        



様式第４号（第４条関係）

回数 元金 利子 督促手数料 延滞金 計 元金 利子 督促手数料 延滞金 計

年 月 日 円 円 円 円 円 年 月 日 円 円 円 円 円

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

　１　繰上納付の申出があったとき、又は期限前徴収をするときは、「徴収すべき金額」欄の別行に改めて決定した清算金の額及び納期限を記載すること。

　２　承継人が複数いるときは、承継人ごとに清算金徴収簿を作成し、「備考」欄にその経緯を記載すること。

清      算      金      徴      収      簿

番号 住所 氏名
（名称）

1

備考

注

合計

納期限

徴収すべき金額

合計

納入年月日

徴収した金額



様式第５号（第４条関係）  

 

清  算  金（分  割）徴  収  決  定  通  知  書  

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

     年   月   日付けで通知した上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整

理事業に係る清算金について、下記のとおり徴収金額及び納期限を決定したので

通知します。  
 

記  
 

回  数  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  

清算金の元金 円  円  円  円  円  円  

利  子  円  円  円  円  円  円  

合  計  円  円  円  円  円  円  

納 期 限   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日  

 

回  数  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  合  計  

清算金の元金 円  円  円  円  円  円  

利  子  円  円  円  円  円  円  

合  計  円  円  円  円  円  円  

納 期 限   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日    

 

備考  

１  分割徴収の場合において、未納の清算金を繰り上げて納付しようとすると  

きは、清算金繰上納付申出書（様式第６号）により申し出てください。  

２  分割徴収の場合において、清算金を滞納したとき、又は滞納するおそれが  

あるときは、分割徴収の決定を取り消し、徴収を完了すべき期限前において、  

未納の清算金の全部を徴収することがあります。  



様式第６号（第５条関係）  

 

清  算  金  繰  上  納  付  申  出  書  

 

年   月   日   

 

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事  

 

 

住所  

 

 

氏名（名称及び代表者氏名）  

 

㊞   

電話番号  

 

 

年   月   日付けで通知のあった清算金について、下記の清算金の

元金に利子を付して繰り上げて納付したいので申し出ます。  

 

繰 上 納 付 を 希 望 す る 清

算金の元金の額  

千  百  十  万  千  百  十  円  

        

 

備考  繰上納付に係る利子は、再計算します。  



様式第７号（第５条関係）  

 

清算金分割徴収決定取消兼清算金（分割）徴収決定通知書  

 

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

     年   月   日付けで申出のあった清算金の繰上納付について、分割

徴収を取り消し、下記のとおり徴収金額及び納期限を決定したので通知します。  

 

記  

 

回  数  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  

清算金の元金 円  円  円  円  円  円  

利  子  円  円  円  円  円  円  

合  計  円  円  円  円  円  円  

納 期 限   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日  

 

回  数  第  回  第  回  第  回  第  回  第  回  合  計  

清算金の元金 円  円  円  円  円  円  

利  子  円  円  円  円  円  円  

合  計  円  円  円  円  円  円  

納 期 限   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   年 月 日   

 

 



様式第８号（第６条関係）  

 

清算金分割徴収決定取消兼清算金徴収決定通知書  

 

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業施行規程第２６条第７項の規定に

より     年   月   日付けの清算金の分割徴収の決定を取り消し、未納の

清算金の全部を下記のとおり徴収することに決定したので通知します。  

 

記  

 

清 算 金 の 元 金  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

利 子  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

督 促 手 数 料  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

延 滞 金  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

合 計  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

納 期 限           年   月   日  

 



様式第９号（第７条関係）  

（表）  

 

 第    号    

清   算   金   等   徴   収   職   員   証  

 次の者は、土地区画整理法第１１０条第５項の規定による清算金並びに督

促手数料及び延滞金の徴収を行う権限を有する職員であることを証明する。  

 

 

 

 

 

       年   月   日交付  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業  

            施行者  埼玉県  

埼玉県知事           □ 印  

 
 

写  真  

所  属  

職  名  

氏  名  

 

 
（裏）  

土地区画整理法（抜粋） 

 （清算金の徴収及び交付）  
第１１０条 施行者は、第１０３条第４項の公告があつた場合においては、第１０４条第８項の規定により確定した

清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第１０２条第１項の規
定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴
収し、又は交付しなければならない。 

２ （略） 
３ 第３条第２項から第５項まで、第３条の２又は第３条の３の規定による施行者は、第１項の規定により徴収すべ

き清算金（前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。）を滞納する者がある場
合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 

４ 前項の督促をする場合においては、第３条第２項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第３項
の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第４項若しくは第５項、第３条の２又は第３条の３の規定
による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以
下の督促手数料及び年１０．７５パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。 

５ 第３項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない
場合においては、第３条第４項若しくは第５項、第３条の２又は第３条の３の規定による施行者は、国税滞納処分
の例により、第３項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この
場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 

６～８ （略） 
 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業清算金の徴収及び交付に関する事務の取扱いに関する規則（抜粋） 
 （清算金等徴収職員） 
第７条 知事は、その職員のうちから指定した者（以下この条において「徴収職員」という。）に、法第１１０条第

５項の規定による清算金並びに督促手数料及び延滞金の徴収を行わせることができる。 
２ 徴収職員は、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第２０８条第１項の分任出納員とみなす。 
３ 徴収職員は、第１項の規定により清算金並びに督促手数料及び延滞金の徴収を行おうとするときは、様式第９号

の清算金等徴収職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 



様式第１０号（第８条関係）

交付すべき金額 交付した金額 供託した金額 備考

年 月 日 円 年 月 日 円 年 月 日 円

供託年月日

清　　算　　金　　交　　付　　簿

番号 住所

注　承継人が複数いるときは、承継人ごとに交付簿を作成し、「備考」欄にその経緯を記載すること。

清算金交付決定通
知書送付年月日 交付年月日

氏名（名称）



様式第１１号（第８条関係）  

 

清  算  金  交  付  決  定  通  知  書  

 

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る清算金について、土地区画

整理法第１１０条第１項の規定により下記のとおり交付します。  

 

記  

 

交 付 金 額  
千  百  十  万  千  百  十  円  

        

交 付 方 法  請求書に基づく口座振込み  

請 求 書 提 出 期 限           年   月   日  

 



様式第１２号（第８条関係）  

 

清  算  金  交  付  請  求  書  

年   月   日   

 

請 求 金 額  

千  百  十  万  千  百  十  円  

        

 

     年   月   日付けで通知のあった清算金について、上記金額の交付

を請求します。  

 

      年   月   日  

郵便番号             

住所               

                                    

氏名（名称及び代表者氏名）  

              ㊞  

電話番号             

 

  （あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事  

 

 

次の口座に振り込んでください。  

フ リ ガ ナ  

口座名義人   

銀     行       本店  

金     庫       支店  

信  用  組  合       本所  

農業協同組合        支所  

種別  普通・当座  口座番号   



様式第１３号⑴（第９条関係）

町又は
字 地番 地積（㎡） 町又は

字 地番 地積（㎡）

注

法 第 １１２ 条 該 当 調 書 ( 権 利 者 別 ）

担保権者の
住所・氏名
（名称）

担保権
の種類

債権の額
（円）

登記年
月日

従前の土地

番号

換地処分後の土地 交付すべき
清算金の額
（円）

　２　「登記年月日」欄には、担保権設定登記の年月日を記載すること。
　３　「備考」欄には、清算金供託不要申出書（様式第１４号）の送付年月日及び収受年月日を記載すること。

権利者の住所・
氏名（名称）

権利の
種類

　４　換地処分の公告の日後に担保権が消滅したときは、「備考」欄にその旨を記載すること。

　１　先取特権、質権又は抵当権（以下「担保権」という。）を有する者が２人以上いるときは、そのすべてを記載すること。

供託不
要の申
出の有
無

備考



様式第１３号⑵（第９条関係）

町又は
字 地番 地積（㎡） 町又は

字 地番 地積（㎡）

法 第 １１２ 条 該 当 調 書 ( 担 保 権 者 別 )

従前の土地

担保権者の住所・氏名(名称） 担保権の種類 権利者の
番号 権利者の住所・氏名（名称）

換地処分後の土地



様式第１４号（第９条関係）  

 

清  算  金  供  託  不  要  申  出  書  

 

年   月   日   

 

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

先取特権者・質権者・抵当権者  

住所  

 

 

氏名（名称及び代表者氏名）  

 

実印   

電話番号  

 

 

  上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業の換地処分に係る別紙の清算金に

ついては、供託しなくてよいので申し出ます。  

 

 

 

 

備考  

 １  この申出書の提出期限は、     年   月   日です。  

 ２  印鑑登録証明書（３か月以内に発行されたものに限る。）を添付してくだ  

さい。



別紙

住所

氏名（名称
及び代表者
氏名）

町又は字 地番 地積（㎡） 町又は字 地番 地積（㎡）

従前の土地

担保権者

 権利者の住所・氏名
 （名称）

換地処分後の土地
備考担保権の種類

交付すべき
清算金の額
（円）



様式第１５号（第９条関係）  

 

清  算  金  供  託  通  知  書  

 

年   月   日   

 

整理番号  

様  

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る清算金について、土地区画

整理法第１１２条第１項の規定により     法務局     支局（出張所）に

供託したので、供託書の写しを添えて通知します。  



様式第１６号（第１０条関係）  

清  算  金  債  務  承  継  届  

年   月   日   

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

                    届出人  
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 
 
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 
 
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る      名義の清算金の

支払の債務について、下記のとおり承継したので届け出ます。  

記  

氏名（名称及び代表者氏名）  続柄  承継金額又は持分  

   

   

   

 
備考  
 １  印鑑登録証明書（３か月以内に発行されたものに限る。）を添付してくだ  

さい。  
  ２  承継を証する書面（戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産分割協議書、商業登  

記簿謄本等）を添付してください。  



様式第１７号（第１０条関係）  

清  算  金  債  権  承  継  届  

年   月   日   

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

                    届出人  
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 
 
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 
 
住所  

 
氏名（名称及び代表者氏名）  

実印   
電話番号  
 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る      名義の清算金の

交付を受ける債権について、下記のとおり承継したので届け出ます。  

記  

氏名（名称及び代表者氏名）  続柄  承継金額又は持分  

   

   

   

 
備考  
 １  印鑑登録証明書（３か月以内に発行されたものに限る。）を添付してくだ  

さい。  
２  承継を証する書面（戸籍謄本、改正原戸籍謄本、遺産分割協議書、商業登  

記簿謄本等）を添付してください。  



様式第１８号（第１１条関係）  

 

氏  名  等  変  更  届  

 

年   月   日   

 

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 

住所  

 

 

氏名（名称及び代表者氏名）  

 

㊞   

電話番号  

 

 

氏名等を変更したので、上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業清算金の

徴収及び交付に関する事務の取扱いに関する規則第１１条の規定により下記のと

おり届け出ます。  

 

記  
 

氏名（名称又は  
代表者氏名）  

変更前  
 

変更後  
 

 

住      所  

変更前  
 

変更後  
 



様式第１９号（第１２条関係）  

 

延  滞  金  減  免  申  請  書  

 

年   月   日   

 

（あて先）  

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業   

施行者  埼玉県                

埼玉県知事             

 

 

住所  

 

 

氏名（名称及び代表者氏名）  

 

㊞   

電話番号  

 

 

上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業に係る清算金について、上尾都市

計画事業伊奈特定土地区画整理事業施行規程第２７条第４項の規定により下記の

とおり延滞金の減額（免除）を受けたいので申請します。  

 

記  

 

減額（免除）を受けようとする理由  

 

 

 

 

 

 

 備考  上記の理由を証明する書類があるときは、添付してください。  



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
か
や
精
神
保
健
福
祉
の
会
ま
ゆ
だ
ま 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

島
上 

實 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
上
野
台
三
五
四
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
に
対
し
、
作
業
及
び
社
会
参
加
の
場
を
確
保
し
、
訓
練
や
仲
間 

 

作
り
を
す
す
め
、
自
立
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
課
題
に
取
り
組
み
、
社
会
活
動
へ
の 

 

参
加
を
促
進
で
き
る
よ
う
に
支
援
を
行
い
、
精
神
障
害
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
作
り
に 

 

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
四
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
八
重
椿 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

新
井 

實 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
五
百
四
十
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
上
里
町
の
住
民
に
対
し
て
、
民
・
産
・
官
・
学
と
の
有
効
な
連
携

を
通
じ
、
社
会
福
祉
実
現
の
た
め
の
啓
発
・
普
及
、
生
涯
学
習
支
援
、
暮
ら
し
よ
い
ま
ち
づ
く

り
、
地
域
の
安
全
、
古
文
書
調
査
等
の
文
化
支
援
、
及
び
子
育
て
サ
ー
ク
ル
の
支
援
等
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
明
る
く
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
上
里
町
住
民
に
対
し
て
成
熟
し
た
市
民
社
会
の
構
築
を
目
指
し
、

そ
の
た
め
の
研
修
や
学
習
機
会
の
提
供
及
び
個
人
や
団
体
が
其
々
の
能
力
を
発
揮
し
て
豊
か

に
生
き
る
た
め
の
支
援
や
援
助
を
行
い
生
涯
学
習
の
推
進
を
図
る
事
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
五
号



 

告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
五
十
六
号



１ 購入等件名及び数量  

税制改正に伴うシステム改修業務委託 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県総務部税務課税務総合オンライン担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

 丁目15番1号  

３ 随意契約の相手方を決定した日  

  平成22年５月25日  

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額  

  63,378,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  随意契約  

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 
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行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

る
同
法
第
四
十
二
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第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
に
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づ
き
、
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の
と
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り
公
示
送
達
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る
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年
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月
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十
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埼
玉
県
知
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清 
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一 

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名 

異
議
申
立
時
の
住
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東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
一
丁
目
三
十
七
番
七
号 

フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
南

大
塚 

二
〇
二
号 

 

現
住
所 

不
明 

異
議
申
立
人 

山
﨑 

里
実 

二 

公
示
事
項 

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
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六
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県
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五
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係
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立
て
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て
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六
日
決
定
を
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た
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当
該
決
定
書
の
謄
本
は
埼
玉
県
県
民
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活
部
県
政
情
報
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ー
で
保
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れ
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り
、
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立
人
に
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に
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、
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行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
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の
と
お
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達
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送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
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異
議
申
立
時
の
住
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東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
一
丁
目
三
十
七
番
七
号 

フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
南

大
塚 

二
〇
二
号 

 

現
住
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不
明 

異
議
申
立
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山
﨑 

里
実 

二 

公
示
事
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平
成
二
十
年
十
月
二
十
八
日
付
け
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同
月
二
十
九
日
付
け
及
び
同
月
三
十
一
日
付
け
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も
っ

て
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さ
れ
た
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
十

一
条
第
一
項
の
規
定
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基
づ
く
保
有
個
人
情
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開
示
決
定
処
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に
係
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異
議
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立
て
並
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に
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成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日
付
け
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
同
条
例
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規

定
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づ
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有
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定
処
分
及
び
同
条
例
第
三
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
く
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
を
し
な
い
旨
の
決
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係
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議
申
立

て
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
五
日
決
定
を
し
た
。
当
該
決
定
書
の
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本
は
埼
玉
県

西
部
福
祉
事
務
所
で
保
管
さ
れ
て
お
り
、
異
議
申
立
人
に
は
同
所
に
お
い
て
、
開
庁
時
間
内
は

い
つ
で
も
こ
れ
を
交
付
す
る
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埼
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示
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千
五
十
八
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行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す

る
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
送
達

す
る
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埼
玉
県
知
事 

上 
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一 

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名 

異
議
申
立
時
の
住
所 

東
京
都
豊
島
区
南
大
塚
一
丁
目
三
十
七
番
七
号 

フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
南

大
塚 

二
〇
二
号 

 

現
住
所 

不
明 

異
議
申
立
人 

山
﨑 

里
実 

二 

公
示
事
項 

平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
有
個
人
情
報
不
開

示
決
定
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
決
定
を
し
た
。

当
該
決
定
書
の
謄
本
は
埼
玉
県
福
祉
部
社
会
福
祉
課
で
保
管
さ
れ
て
お
り
、
異
議
申
立
人
に
は

同
所
に
お
い
て
、
開
庁
時
間
内
は
い
つ
で
も
こ
れ
を
交
付
す
る
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の
支
援
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関
す
る
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律
（
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成
六
年
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律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
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成
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玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
号



名 称  所 在 地  開 設 者 名  サ ー ビ ス の 種 類  指 定 年 月 日  

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム エ ン ゼ ル の 丘  深 谷 市 今 泉 ６ ２ ５  社 会 福 祉 法 人 か つ み 会  短 期 入 所 生 活 介 護  平 成 22 年 7 月 7 日  

      介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護  平 成 22 年 7 月 7 日  

ひ ま わ り 歯 科 医 院  狭 山 市 柏 原 １ １ ５ ８ － １ 植 村 繁 夫  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 21 年 10 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 21 年 10 月 1 日  

い る か 薬 局  鳩 ヶ 谷 市 坂 下 町 １－ １２－ ４  有 限 会 社 ア イ エ ス メデ ィカ ル  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 8 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 8 月 1 日  

ユ ニ コ 調 剤 薬 局 ユ ニ メ ッ ク 坂 戸 市 関 間 １ － １ － ８  有 限 会 社 ユ ニ コ 調 剤 薬 局  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 20 年 12 月 1 日  

茶 話 本 舗 デ イ サ ー ビ ス 越 谷 若 葉  越 谷 市 東 越 谷 ６－ ２０２－ ５  株 式 会 社 ウ ェ ル オ フ  通 所 介 護  平 成 22 年 3 月 1 日  

ゆ め こ う ぼ う 虹  北 足 立 郡 伊 奈 町 大 針 ７７５－ ２３  有 限 会 社 夢 虹 房  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 6 月 9 日  

株 式 会 社  愛 和  草 加 営 業 所  草 加 市 谷 塚 町 ８２４－ ６－ １０１  株 式 会 社 愛 和 訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

ヒ ュ ー マ ン ラ イ フ ケ ア 武 南 鳩 ヶ 谷 市 南 ６－ ４－ ４ウ ィス テ リ ア ヤ ハ ギ 1 階  ヒュ ー マ ン ラ イ フ ケ ア 株 式 会 社  通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

デ イ セ ン タ ー ち ゃ の み  狭 山 市 柏 原 １ １ ７ － ９  特 定 非 営 利 活 動 法 人 福 祉 倶 楽 部 ち ゃ の み  通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 5 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 5 日  

訪 問 介 護 ス テ ー シ ョ ン  け い わ 熊 谷 市 新 堀 ９ ０ ９ － ２  株 式 会 社 敬 和 訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョ ン 藤 の 里 加 須 市 鴻 茎 ２ １ ０ １ － １ 有 限 会 社 フ ク シ  訪 問 介 護  平 成 22 年 6 月 10 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 6 月 10 日  

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー う さ ぎ  児 玉 郡 美 里 町 阿 那 志 ９ １ ８ － １ 有 限 会 社 エ ノ キ ビ ル  通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 う さ ぎ  児 玉 郡 美 里 町 阿 那 志 ９ １ ８ － １ 有 限 会 社 エ ノ キ ビ ル  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 7 月 1 日  



デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー ゆ う が  立 原 大 里 郡 寄 居 町 立 原 ３５０－ １１  株 式 会 社  エ モ ー シ ョナ ル ・ユ ニ ット  通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

茶 話 本 舗 デ イ サ ー ビ ス 知 々 夫 亭  秩 父 市 上 宮 地 町 ２４－ ９  ラ イ フ パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社  通 所 介 護  平 成 22 年 6 月 21 日  

け あ ビ ジ ョ ン 秩 父 秩 父 市 番 場 町 １５－ １０ サ ン ク レ イ ン 番 場 １０２  株 式 会 社 ビ ジ ュ ア ル ビ ジ ョン  訪 問 介 護  平 成 22 年 6 月 21 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 6 月 21 日  

グ ル ー プ ホ ー ム  ひ ま わ り  越 谷 市 川 柳 町 １ － ３ ０ ５ 株 式 会 社 相 輝 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 平 成 22 年 6 月 1 日  

      介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護  平 成 22 年 6 月 1 日  

小 規 模 多 機 能 施 設  ひ ま わ り 越 谷 市 川 柳 町 １ － ３ ０ ５ 株 式 会 社 相 輝 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 1 月 11 日  

      介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 1 月 11 日  

ヒ ュ ー マ ン ラ イ フ ケ ア 鳩 ヶ 谷 の 宿 鳩 ヶ 谷 市 本 町 ３－ ２４－ ８  ヒュ ー マ ン ラ イ フ ケ ア 株 式 会 社  小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

多 機 能 ホ ー ム ゆ う 所 沢 市 小 手 指 元 町 １－ ９－ ２  社 会 福 祉 法 人 桑 の 実 会  小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 6 月 16 日  

      介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  平 成 22 年 6 月 16 日  

彩 華 園 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 熊 谷 市 上 川 上 ２ ６ ６ 日 本 赤 十 字 社 埼 玉 県 支 部  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護  平 成 22 年 6 月 1 日  

      介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護  平 成 22 年 6 月 1 日  

居 宅 介 護 支 援 事 業 所  た い よ う 川 口 市 芝 塚 原 ２－ ２１－ １８リバ テ ィー 川 口 １０５  株 式 会 社 太 陽 居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 6 月 10 日  

あ け ぼ し 訪 問 介 護 事 業 所 上 尾 市 平 方 ４２７７－ １０  株 式 会 社 グ レ ー トフ ル  訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 8 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 8 日  

医 療 法 人  正 務 医 院  草 加 市 青 柳 ５－ １２－ １３  医 療 法 人  正 務 医 院  訪 問 看 護  平 成 22 年 5 月 10 日  

      居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 5 月 10 日  

ピ ヤ シ リ 介 護 ス テ ー シ ョ ン 鴻 巣 市 郷 地 ８ ３ ０ － ２  株 式 会 社 ア ス カ シ ス テ ム  訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 7 日  

      介 護 予 防 訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 7 日  

久 喜 市 偕 楽 荘 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー  久 喜 市 上 清 久 ９ ３ ０ 社 会 福 祉 法 人 久 喜 同 仁 会  通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  



      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 4 月 1 日  

あ け の ほ し デ ン タ ル ク リ ニ ッ ク  ふ じ み 野 市 上 福 岡 ６ － ４ － ５ メデ ィカ ル セ ン タ ー 上 福 岡 ２ F  南  彦 人  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 7 月 1 日  

特 定 非 営 利 活 動 法 人 つ ば さ  鴻 巣 市 鎌 塚 ４ － ３ － ２ １ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 つ ば さ  訪 問 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

居 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー  こ の み  深 谷 市 武 蔵 野 ２５７１－ １４  株 式 会 社 多 田 居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 7 月 1 日  

G E N K I  N E X T  ふ じ み 野 苗 間 ふ じみ 野 市 苗 間 １－ １３－ ２６フ ァ ー ス トス テ ー ジ ふ じみ 野 １F  株 式 会 社 介 護 NEXT  通 所 介 護  平 成 22 年 6 月 3 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 6 月 3 日  

ウ エ ル シ ア 薬 局  北 本 中 丸 店 北 本 市 中 丸 ２ － ３  ウ エ ル シ ア 関 東 株 式 会 社  居 宅 療 養 管 理 指 導  平 成 22 年 7 月 1 日  

久 喜 市 社 協 く り は し デ イ サ ー ビ ス  久 喜 市 間 鎌 ２ ５ ５ － １ (健 康 福 祉 セ ン タ ー 「く り む 」 内 ） 社 会 福 祉 法 人 久 喜 市 社 会 福 祉 協 議 会  通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

      介 護 予 防 通 所 介 護  平 成 22 年 7 月 1 日  

久 喜 市 社 協 居 宅 介 護 支 援 事 業 所  久 喜 市 青 毛 ７５３－ １（ふ れ あ い セ ン タ ー 久 喜 内 ）  社 会 福 祉 法 人 久 喜 市 社 会 福 祉 協 議 会  居 宅 介 護 支 援  平 成 22 年 7 月 1 日  

久 喜 市 久 喜 東 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 久 喜 市 青 毛 ７５３－ １（ふ れ あ い セ ン タ ー 久 喜 内 ）  社 会 福 祉 法 人 久 喜 市 社 会 福 祉 協 議 会  介 護 予 防 支 援  平 成 22 年 7 月 1 日  

川 口 市 西 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  川 口 市 川 口 ６ － ５ － １ ４ 社 会 福 祉 法 人 川 口 市 社 会 福 祉 事 業 団  介 護 予 防 支 援  平 成 22 年 6 月 1 日  

川 口 市 南 平 み な み 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  川 口 市 領 家 １－ ２４－ １７  株 式 会 社 シ ル バ ー ホ ク ソン  介 護 予 防 支 援  平 成 22 年 6 月 1 日  

医 療 法 人  新 青 会  川 口 工 業 総 合 病 院  川 口 市 青 木 １－ １８－ １５  医 療 法 人  新 青 会  川 口 工 業 総 合 病 院  訪 問 看 護  平 成 22 年 6 月 1 日  

      介 護 予 防 訪 問 看 護  平 成 22 年 6 月 1 日  
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名 称  変 更 事 項  変 更 前  変 更 後  サ ー ビ ス の 種 類 

ス マ イ ル 介 護 サ ー ビ ス 住 所  所 沢 市 下 安 松 １８３－ ２６ 所 沢 市 下 安 松 ２ ０ ５ － ５ ０  サ ン ア レ イ １ ０ １  訪 問 介 護  

        介 護 予 防 訪 問 介 護 

グ ル ー プ ホ ー ム 上 野  陽 だ ま り の 家  住 所  秩 父 市 大 宮 ５ ８ ７ ６ － １ 秩 父 市 大 宮 ５ ５ ３ ３ － １  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護  

        認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 

ラ ッ ク 芝  名 称  ラ ック在 宅 介 護 サ ー ビ ス 芝 営 業 所  ラ ッ ク 芝  介 護 予 防 訪 問 介 護 

        訪 問 介 護  

ラ ッ ク 芝  住 所  川 口 市 芝 ４-２０-１６山 田 ビ ル １F  川 口 市 芝 宮 根 町 １ - ４ ２  田 中 マ ン シ ョ ン １ ０ １ 介 護 予 防 訪 問 介 護 

        訪 問 介 護  

セ イ ジ ョ ー ラ イ フ ケ ア 鴻 巣 住 所  鴻 巣 市 氷 川 町 ２ － ３  鴻 巣 市 大 間 ４ － ７ － １  セ ン ト ル 長 島 １ ０ ２  訪 問 介 護  

        介 護 予 防 訪 問 介 護 

        居 宅 介 護 支 援  

八 潮 市 西 部 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  ケ ア セ ン タ ー 八 潮  住 所  八 潮 市 緑 町 １ － ２ ３ － ８  八 潮 市 鶴 ヶ 曽 根 １ １ ８ ４ － ４  介 護 予 防 支 援  

ハ ッピ ー 熊 谷 ・ヘ ル パ ー ス テ ー シ ョン  住 所  熊 谷 市 星 川 ２－ ４５ 貸 事 務 所 １F  熊 谷 市 中 西 ２ － ３ － ８  中 村 荘 １ ０ １ 号 室  訪 問 介 護  

        介 護 予 防 訪 問 介 護 
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一 指定医療機関 

名称 開設者 所在地 指定年月日 

新井レディースクリニック 新 井  理 水 南埼玉郡白岡町小久喜１１９０－５－２Ｆ 平 成 2 2 年 6 月 7 日 

医療法人社団米寿会 なかた呼吸器科内科クリニック 医 療 法 人 社 団  米 寿 会 桶川市倉田字西窪台２５５－５ 平 成 2 2 年 5 月 6 日 

かわぐち脳神経クリニック 医 療 法 人 社 団  明 慶 会 川口市前川１－１－５５ メディパーク川口前川１－Ｂ 平 成 2 2 年 5 月 1 日 

医療法人新青会 川口工業総合病院 医 療 法 人  新 青 会 川口市青木１－１８－１５ 平 成 2 2 年 6 月 1 日 

さ つ き 診 療 所 医 療 法 人  さ つ き 会 川 口 市 川 口 ４ － ５ － １ ５ 平 成 2 2 年 5 月 1 7 日 

戸 田 の 杜 ク リ ニ ッ ク 大 内  浩 戸田市上戸田５－１ グリーンフォレスト戸田１Ｆ  平 成 2 2 年 7 月 1 日 

あ べ 泌 尿 器 科 阿 部  拓 熊 谷 市 太 井 １ ６ ４ １ － ５ 平 成 2 2 年 6 月 1 日 

医療法人社団 井奥記念会 桜公園クリニック 医 療 法 人 社 団  井 奥 記 念 会 戸田市新曽南３－１２－１８ 平 成 2 2 年 6 月 1 日 

レ イ ク タ ウ ン 眼 科 木 田 橋  久 明 越谷市東町２－８ イオンレイクタウン mori１階  平 成 2 2 年 6 月 1 1 日 

深 谷 中 央 病 院 新 井  家 光 深 谷 市 原 郷 ５ ０ ０ 平 成 2 2 年 6 月 1 日 

川口パークタワークリニック 辻  泰 喜 川口市幸町１－７－１ 川口パークタワー２Ｆ 平 成 2 2 年 6 月 1 7 日 

みさとファミリークリニック 医 療 法 人  正 紘 和 会 三郷市高州１－１８１－２ 平 成 2 2 年 5 月 1 日 

医療法人社団 大伸会 くま歯科医院 医 療 法 人 社 団  大 伸 会 越谷市千間台西２－１６－２ カレントホームズ１０１号室  平 成 2 2 年 4 月 1 日 

トール歯科クリニック 大 工 原  徹 富士見市水谷東２－５３－４ 平 成 2 2 年 7 月 1 日 

医療法人健成会 大熊歯科医院 医 療 法 人 健 成 会 上 尾 市 中 妻 ２ － １ － ５ 平 成 2 2 年 5 月 2 2 日 

いとう歯科クリニック 伊 藤  功 坂戸市清水町５－８－２Ｆ コンドミニアムカネマタ  平 成 2 2 年 6 月 7 日 

サンフラワー入間歯科 阿 部  千 春 入間郡毛呂山町南台５－２－３－１０１ 平 成 2 2 年 6 月 8 日 

長 田 歯 科 医 院 長 田  綾 子 秩 父 市 東 町 ２ ８ － ６ 平 成 2 2 年 3 月 2 0 日 

あ し た ば 歯 科 医 院 宿 澤  由 佳 越谷市南越谷２－５－６７ 平 成 2 2 年 6 月 8 日 

塚 原 歯 科 医 院 安 倍  理 恵 鴻巣市松原１－２０－２１ 平 成 2 2 年 4 月 3 0 日 

西 山 歯 科 医 院 西 山  美 根 子 志 木 市 本 町 １ － １ － ８ 平 成 2 2 年 6 月 2 日 

あげおシーエス薬局２号店 有 限 会 社  大 和 桜 ヶ 丘 薬 局 上 尾 市 柏 座 １ － １ ２ － ２ 平 成 2 2 年 7 月 1 日 

ウェルパーク薬局 朝霞三原店 株 式 会 社  ウ ェ ル パ ー ク 朝 霞 市 三 原 ５ － １ １ － ８ 平 成 2 2 年 6 月 1 日 

恵 和 薬 局 株 式 会 社  パ ル ・ オ ネ ス ト 所 沢 市 榎 町 １ ２ － ７ 平 成 2 2 年 7 月 1 日 

加 藤 薬 局  下 藤 沢 店 株 式 会 社  加 藤 入間市下藤沢３８２－６ エスポワール・サイトウ１０３号  平 成 2 2 年 6 月 1 5 日 

ドラッグセイムス みよし台薬局 株 式 会 社  富 士 薬 品 入間郡三芳町みよし台５－１ 平 成 2 2 年 6 月 9 日 

アイン薬局 アインズ＆トルペ川口店 株 式 会 社  ア イ ン メ デ ィ カ ル シ ス テ ム ズ 川口市栄町３－７－１ 川口キャスティ３Ｆ 平 成 2 2 年 7 月 1 日 



アイセイ薬局 東川口北店 株 式 会 社  ア イ セ イ 薬 局 川口市東川口５－３０－７ 平 成 2 1 年 8 月 2 3 日 

ハッピー武里団地・訪問看護ステーション 株 式 会 社  ジ ャ パ ン ケ ア サ ー ビ ス 東 日 本 春日部市大場１１３８－１ 高橋第三店舗１Ｆ 平 成 2 2 年 6 月 1 4 日 

 

二 指定施術者 

氏名 住所 
施術所 

指定年月日 
名称 所在地 

志 村  将 人   まえくぼ接骨院 入間郡毛呂山町前久保６２３－３６ 平成 22 年 6 月 11 日 

石 井  秀 和   我孫子ビレジ接骨院 我孫子市つくし野３－２２－１ 平成 22 年 6 月 1 日 

中 山  孝 一   美女木名倉堂接骨院 戸田市美女木１－２０－１８ 平成 22 年 6 月 23 日 

木 村  篤 史   あさひ堂接骨院 川口市領家２－２－１６ 平成 22 年 6 月 17 日 

松 下  直 之   名倉堂袋山接骨院 越谷市袋山５００－８ 平成 22 年 7 月 1 日 

矢 竹  宏 嗣   西川口並木つぐみ整骨院 川口市並木３－２６－５ 平成 22 年 6 月 15 日 

山 田  晃 裕   柳沢駅前接骨院  西東京市保谷町３－１２－１４ 平成 22 年 7 月 9 日 

寺 井  良   グリーンはりきゅう整骨院 草加市谷塚町５６５－１－１０１－２ 平成 22 年 6 月 20 日 

新 井  康 彦   新井整体治療院 和光市新倉２－１－６ 平成 22 年 6 月 2 日 

黒 沢  武 志   三 健 接 骨 院 さいたま市桜区田島４－３７－２０ 平成 22 年 7 月 1 日 

南 條  ひ ろ み   菩提樹訪問療養マッサージ事業所 春日部市豊町２－７－２ ２階 平成 22 年 6 月 17 日 
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名称 変更事項 変更前 変更後 

長 谷 川 歯 科 医 院 所在地 富 士 見 市 勝 瀬 3 4 0 5   富士見市ふじみ野西１－２１－５ 

み か り ば 小 幡 歯 科 医 院 名 称 み か り ば 歯 科 医 院 み か り ば 小 幡 歯 科 医 院 

アイセイ薬局 川口前川店 所在地 川口市前川１－１－５７ 川 口 市 前 川 １ － １ － ５ ４ 
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知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
四
号



 

名称 所在地 廃止年月日 

く す り の ユ ー コ ー 羽 生 市 上 新 郷 ５ ６ ６ ７ － ５ 平成 22 年 6 月 30 日 

ア イ セ イ 薬 局  東 川 口 北 店 川 口 市 東 川 口 ５ － １ １ － １ 平成 19 年 9 月 30 日 

く ま 歯 科 医 院 越谷市千間台西２－１６－２カレントホームズ０１０１号 平成 22 年 3 月 31 日 

医療法人健成会 大熊歯科医院 上 尾 市 中 妻 ３ － ３ － １ ４ 平成 22 年 5 月 22 日 

み さ と フ ァ ミ リ ー ク リ ニ ッ ク 三 郷 市 高 州 １ － １ ８ １ － ２ 平成 22 年 4 月 30 日 

桜 公 園 ク リ ニ ッ ク 戸 田 市 新 曽 南 ３ － １ ２ － １ ８ 平成 22 年 5 月 31 日 

ハッピー武里団地・訪問看護ステーション 春日部市大枝８９ 武里団地第二街区９号棟１０５  平成 20 年 6 月 30 日 

西 川 口 病 院 川 口 市 並 木 ２ － １ ０ － ８ 平成 22 年 5 月 18 日 

か わ ぐ ち 脳 神 経 ク リ ニ ッ ク 川口市前川 1-1-55 メディパーク川口前川 1-B 平成 22 年 4 月 30 日 

西 山 歯 科 医 院 志 木 市 本 町 １ － １ － ８ 平成 22 年 6 月 2 日 

長 田 歯 科 医 院 秩 父 市 東 町 ２ ８ － ６ 平成 22 年 3 月 20 日 

塚 原 歯 科 医 院 鴻 巣 市 松 原 １ － ２ ０ － ２ １ 平成 22 年 4 月 30 日 

わ か ば 台 中 央 ク リ ニ ッ ク 鶴 ヶ 島 市 富 士 見 ２ － ２ ７ － ３ 平成 22 年 6 月 16 日 

医療法人森クリニック 森医院森歯科 三 郷 市 戸 ケ 崎 ３ １ ２ ４ － ３ １ 平成 22 年 5 月 22 日 

深 谷 中 央 病 院 深 谷 市 原 郷 ５ ０ ０ 平成 22 年 5 月 31 日 

 



告 
 

示 

  
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

試
験
期
日
及
び
場
所 

二 

試
験
区
分 

 

イ 

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ロ 

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ハ 

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

三 

試
験
科
目 

 

イ 

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規 

 

ロ 

基
礎
化
学 

 

ハ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締 

 
 

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一 

 
 

に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二 

 
 

に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法 

 

二 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
一
に
掲 

 
 

げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二
に
掲 

 
 

げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
識
別
及
び
取
扱
方
法 

四 

受
験
手
続 

 

イ 

提
出
書
類 

 
 

 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
九
条
の 

 
 

受
験
願
書
及
び
書
類 

 

ロ 

試
験
手
数
料 

 
 

 

一
万
千
円
を
埼
玉
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
（
水
）
か
ら
十
四
日
（
火
）
ま
で 

平
成
二
十
二
年 

 
 

十
月
二
十
四
日
（
日
） 

 
 

試 

験 

期 

日 

 
 

草
加
市
学
園
町
一
丁
目
一
番
地 

 
 

獨
協
大
学 

 
 

 
 

 
 

試 
 

験 
 

場 
 

所 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
五
号



 
 

 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時 

 
 

ま
で 

 
 

 

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
二
年
九
月
十
四
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。 

 

二 
受
付
場
所 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
保
健
医
療
部
保
健
医
療
政
策
課
研
修
・
国
際
協
力
・
免
許
担
当 

五 

合
格
発
表 

 

イ 

埼
玉
県
本
庁
舎
一
階
南
側
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
（
水
）
及
び
二
日
（
木
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

ロ 

埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
三
十
一
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら 

藤
久
保
店 

 
 

 

入
間
郡
三
芳
町
富
士
見
都
市
計
画
事
業
藤
久
保
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業 

 
 

 

二
十
六
街
区
②
他 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

代
表
取
締
役 

野
中
正
人 

 
 

 
 

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
百
七
十
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
十
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
十
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

八
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

四
十
二
立
法
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 
 

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十
五
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

出
入
口
の
数 

四
箇
所 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
六
号



 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時 

 
ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 



告 
 

示 

   

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
貸
金
業
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

商
号
又
は
名
称 

 
 

ア
ミ
ス 

二 

氏
名 

 
 

李 

明
（
荒
川 

明
） 

三 

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
行
田
市
南
河
原
八
三
七
番
地
七 

四 

登
録
番
号 

 
 

埼
玉
県
知
事
（
二
）
第
〇
三
七
九
六
号 

五 

登
録
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
年
五
月
九
日 

六 

登
録
の
取
消
し
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
七
号



埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
八
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

川
里
中
央
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

鴻
巣
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
六
十
九
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
六
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

川
里
広
島
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

鴻
巣
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

新
堀
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

蓮
田
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
一
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
五
号
で
告
示
し
た
草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

三
郷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

草
加
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
郷
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千

三
百
八
十
六
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号
、
昭
和
五
十
八
年

埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
十
九
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
号
、
平

成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
一
号
、
平

成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
号
、

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
六
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四

号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
四
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百

三
十
一
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示

第
四
百
九
十
四
号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号
の
事
業
地
に
、
三

郷
市
彦
沢
二
丁
目
、
彦
沢
三
丁
目
、
彦
江
二
丁
目
、
彦
江
三
丁
目
、
番
匠
免
二
丁
目

及
び
高
州
三
丁
目
を
加
え
、
彦
沢
一
丁
目
、
彦
江
一
丁
目
、
大
字
花
和
田
、
高
州
一

丁
目
、
高
州
二
丁
目
、
高
州
四
丁
目
、
及
び
鷹
野
五
丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を

変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

（
１
） 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

（
２
） 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

 
 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
四
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
二
号



十
一
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
四

号
、
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号
の
事
業
地
に
、
三
郷
市
彦
沢
一
丁
目
、
彦
沢
二

丁
目
、
彦
沢
三
丁
目
、
彦
江
一
丁
目
、
彦
江
二
丁
目
、
彦
江
三
丁
目
、
大
字
花
和
田
、
番
匠
免
二

丁
目
、
大
字
戸
ヶ
崎
、
戸
ヶ
崎
一
丁
目
、
戸
ヶ
崎
二
丁
目
、
戸
ヶ
崎
三
丁
目
、
戸
ヶ
崎
四
丁
目
、

戸
ヶ
崎
五
丁
目
、
高
州
一
丁
目
、
高
州
二
丁
目
、
高
州
三
丁
目
を
加
え
る
。 



告 
 

示 

  
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

 

花
田 

朝
子 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

 

第
二
七
八
五
二
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

 

建
築
士
法
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
格
の
取
消
し
が
さ
れ
た
た
め 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
三
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

             

埼
玉
県
告
示
第
千
七
十
四
号



１ 購入等件名及び数量 

  道路標識状況等調査業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成22年６月10日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社工建 埼玉県熊谷市三ヶ尻3507 

５ 落札金額 

  141,750,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年４月30日 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
県
税
事
務
所
長 

山 

岡 
 

篤 

 

指

定

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事
業
所
の
所
在
地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

平
成
二
十
二
年
八
月
一
日 

埼
玉
県
八
潮
市
八
潮
八
丁
目
四
番
地
八 

代
表
取
締
役 
大
木 

一
也 

埼
玉
日
石
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

池 

田 

秀 

生 

一 

道
路
の
種
類  

県
道 

二 

路

線

名  

東
京
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別  

所
沢
市
大
字
北
秋
津
字
府
中
道
西

一
四
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字

北
秋
津
字
府
中
道
西
一
四
一
番
四

地
先
ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

一
四
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

一
八
・
〇
〇 

一
一
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 

一
二
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

四
三
・
五
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備  

 

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 

 



 

岩
殿
観
音
南
戸
守
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
西
本
宿
字
松
ノ
木
一
七
一

九
番
一
地
先 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

供
用
開
始
の
期
日 

延
長
一
八
・
七
五

メ
ー
ト
ル 

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

学 

一 

道
路
の
種
類  

一
般
国
道 

二 

路

線

名  

百
二
十
五
号 

三 

道
路
の
区
域 



 

 新
Ｂ 

 新
Ａ 

旧
Ａ 

旧 

新 

別  

加
須
市
豊
野
台
二
丁
目
七
八
九
番

七
地
先
か
ら
同
市
南
大
桑
三
七
三

三
番
一
地
先
ま
で 

   
加
須
市
北
大
桑
一
九
一
八
番
一
地

先
か
ら
同
市
南
大
桑
三
七
三
三
番

一
地
先
ま
で 

  

区 
 

 
 

間 

 

二
六
・
三
〇
～ 

四
八
・
〇
〇 

 
 

  

一
〇
・
三
五
～ 

四
九
・
〇
〇 

  

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

三
〇
一
〇
・
〇
〇 

   

二
五
八
〇
・
〇
〇 

   

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

旧
道
は
、
加
須
市
に
引
き
継

ぐ
予
定
。 備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

南 

沢 
 

郁 

一 

郎 

一 

道
路
の
種
類   

県
道 

二 

路

線

名   

松
伏
春
日
部
関
宿
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
築
比
地
字
香
取
七
三

五
番
三
地
先
か
ら
北
葛
飾
郡
松
伏
町
築
比

地
字
香
取
七
三
五
番
二
三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

一
〇
・
三
〇
～
一
〇
・
五
〇 

八
・
五
〇
～
九
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
七
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

     

備 

 

 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
七
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

松 

居 
 

 

和 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
六
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 

         



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
九
号 

  

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

         



（平成22年６月１日～６月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

(1) その他の政治団体 

 (ア) 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日 

あけど亮太後援会 小峰 理 明ヶ戸 弘子 川越市小堤５３９－１ 平成 22 年 6 月 15 日 

新井勝後援会「東松山フォーラム２１」 間室 健 新井 三枝子 東松山市箭弓町３－３－１６ 平成 22 年 6 月 14 日 

梅田修一後援会 武井 恒夫 梅田 典子 久喜市中妻２５７ 平成 22 年 6 月 30 日 

江野こういち後援会 小川 栄一 小川 孝 東松山市本町１－７－１０ 平成 22 年 6 月 2 日 

越谷市昌政会 島村 博 島村 玲郎 越谷市大竹４３８ 平成 22 年 6 月 2 日 

坂戸市山口泰明後援会 清水 純一 笠間 益伸 坂戸市仲町１２－１０山口泰明事務所内 平成 22 年 6 月 9 日 

「市民との絆」東松山２１・新しい風の会 文園 利夫 福原 幸司 東松山市田木７１７－４ 平成 22 年 6 月 1 日 

竹内勝利後援会 新井 弘一 竹内 定男 秩父市下吉田６２４４ 平成 22 年 6 月 28 日 

内藤みつお後援会 内藤 光雄 根岸 稔治 狭山市新狭山１－１０－１ 平成 22 年 6 月 18 日 

「何とかしよう東松山市政」市民の会 関根 文男 大沢 順子 東松山市上野本１４１２ 平成 22 年 6 月 30 日 

みんなＤｅ会（みんなで市政をつくる会） 中野 雄司 利根川 由行 鴻巣市本町１－７－３０ 平成 22 年 6 月 1 日 

みんなで谷塚をつくる会 鈴木 孝三郎 泉 栄嗣 草加市谷塚町８９９－１ 平成 22 年 6 月 28 日 

     

     

     

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

       



（平成22年６月１日～６月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 (1) 政党の支部 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

自由民主党桶川支部 代表者 岡地 優 白石 孝一 平成22年 6月 3日 

 主たる事務所の所在地 桶川市坂田１６ 桶川市大字倉田３５１ 同 上 

自由民主党埼玉県土地改良支部 代表者 井上 直子 大沢 立承 平成22年 6月16日 

みんなの党参議院埼玉県第１支部 主たる事務所の所在地 さいたま市大宮区大門町３－３７稲垣ビル２Ｆ  川口市元郷２－１５－６０ルピナス５番館２Ｆ  平成22年 6月23日 

 

(2) その他の政治団体 

政治団体の名称  異動事項   新   旧 届出年月日 

浦和医師連盟 会計責任者 北濱 博之 石田 有世 平成22年 6月 2日 

久喜市医師連盟 代表者 髙木 学 比企 秀男 平成22年 6月 1日 

 会計責任者 齋藤 久雄 野原 秋男 同 上 

光風会 名称 光風会 グリーンフォーラム「埼玉新時代を作る会」 平成22年 6月21日 

 主たる事務所の所在地 東松山市箭弓町２－３－８Ｍビル２０３号 東松山市高坂９００－６ 同 上 

埼玉県隊友政治連盟 主たる事務所の所在地 鶴ヶ島市富士見４－５－２２ さいたま市西区三橋５－１４７０ 平成22年 6月 7日 

埼玉県土地改良政治連盟 代表者 井上 直子 大沢 立承 平成22年6月16日 

埼玉県理学療法士連盟 名称 埼玉県理学療法士連盟 日本理学療法士連盟埼玉県支部 平成22年 6月10日 

 代表者 佐々木 和人 関 勝夫 同 上 

 会計責任者 永井 勝信 大久保 昭造 同 上 



 主たる事務所の所在地 さいたま市見沼区東宮下西１９６さいたま記念病院リハビリテーション部内 狭山市水野６００大生病院リハビリテーション科内 同 上 

全埼玉私立幼稚園政治連盟 代表者 平原 隆秀 秋池 弘 平成22年 6月7日 

 会計責任者 三田 恭子 細谷 昇 同 上 

竹森かおる後援会 代表者 高橋 秀明 関根 文男 平成22年 6月25日 

 主たる事務所の所在地 東松山市箭弓町３－４－１０東商ビル１Ｆ  東松山市下青鳥７０３－１ 同 上 

チーム小林つかさ 主たる事務所の所在地 さいたま市大宮区大門町３－３７稲垣ビル２Ｆ  川口市元郷２－１５－６０ルピナス５番館２Ｆ  平成22年 6月14日 

２１世紀政治経済研究会 会計責任者 細田 善則 秋元 伸之 平成22年 6月17日 

深谷市・大里郡医師連盟 代表者 佐々木 優至 清水 巌 平成22年 6月 9日 

 会計責任者 福島 悦雄 佐々木 優至 同 上 

蕨戸田市医師連盟 会計責任者 大森 幸男 中村 博明 平成22年 6月 2日 
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正
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年
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第
百
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十
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号
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同
条
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二
項
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適
用
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政
治
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し
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あ
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な
お
、
同
法
第
十
二
条
第
一
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十
七
条
第
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の
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、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
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定
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り
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記
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の
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り
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の
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旨
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表
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る
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長 

加 

藤 
 
 
 

憲 

        



別記１（平成22年６月１日～６月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

  その他の政治団体 

政治団体の名称 解 散 年 月 日 届 出 年 月 日 

クリーン白岡・町民の会 平成22年 6月15日 平成22年 6月18日 

田中種夫後援会 平成22年 5月31日 平成22年 6月14日 

永井輝夫後援会 平成22年 6月 8日 平成22年 6月 8日 

平沼要後援会 平成22年 5月31日 平成22年 6月 2日 

星野洋子後援会 平成22年 6月 1日 平成22年 6月 1日 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



別記２ 

政治団体の名称  クリーン白岡・町民の会 

報告年月日  平成２２年６月１８日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額            0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額             0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  田中種夫後援会 

報告年月日  平成２２年６月１４日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  永井輝夫後援会 

報告年月日  平成２２年６月８日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額        300,000 円 

   ア 前年繰越額         300,000 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       300,000 円 

   ア 前年繰越額         300,000 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額       300,000 円 

   ア 前年繰越額         300,000 円 

   イ 本年収入額             0 円 

 （２）支 出 総 額            0 円 

 

政治団体の名称  平沼要後援会 

報告年月日  平成２２年６月２日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 



 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

 

政治団体の名称  星野洋子後援会 

報告年月日  平成２２年６月１日 

（平成２０年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２１年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 

（平成２２年分） 

１ 収入・支出の総額 

 （１）収 入 総 額           0 円 

   ア 前年繰越額            0 円 

   イ 本年収入額            0 円 

 （２）支 出 総 額           0 円 
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（平成22年６月１日～６月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 届 出 年 月 日 

内藤 光雄 狭山市議会議員 内藤みつお後援会 狭山市新狭山１－１０－１ 平成22年 6月18日 
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（平成22年６月１日～６月30日受理分。記載順序は五十音順。） 

 その他の政治団体 

届出者の氏名(代表者の氏名) 公職の種類 資金管理団体の名称 異動事項  新  旧 届出年月日 

小林 司 参議院選挙区選出議員 チーム小林つかさ 主たる事務所の所在地 さいたま市大宮区大門町３－３７ 

稲垣ビル２Ｆ 

川口市元郷２－１５－６０ 

ルピナス５番館２Ｆ 

平成22年 6月14日 

森田 光一 東松山市長 光風会 公職の種類 東松山市長 埼玉県議会議員 平成22年 6月21日 

   名称 光風会 グリーンフォーラム「埼玉新時代

を作る会」 

同 上 

   主たる事務所の所在地 東松山市箭弓町２－３－８Ｍビル２０３号 東松山市高坂９００－６ 同 上 

       

       

       

 


	20100730.pdf
	ローカルディスク
	電子県報システム 定期号


	002-03573-kisoku220801
	002-03604-kokuji
	002-03605-kokuji
	002-03623-kisoku
	005-03606-25reibun3
	005-03580-knputsi-yaetubaki
	005-03516-kokuji
	005-03578-koujisoutatu0730
	005-03587-seibufukushi.kokuji(22.7.30)
	005-03585-kokuji0730
	005-03568-01kaigo-shitei
	005-03569-02kaigo-henkou
	005-03607-iryou-sezyutu-shitei
	005-03609-iryou-henkou
	005-03611-iryou-haishi
	005-03599-dokubutugekibututoriatukaishashikennnokokuji
	005-03618-5-1shimamurahujikuboten
	005-03614-torikesikokuji1
	005-03598-kokujiyakuinreibun2
	005-03566-kenpo-kawachu
	005-03567-kenpo-kawahiro
	005-03610-kenpo-shinbori
	005-03576-kokujibun-misatoshi1003
	005-03603-kokuji1
	005-03624-wtokokuji
	005-03560-tokuyaku
	005-03504-kitaakitsukuiki
	005-03579-iwadono-bypass-kyouyou
	005-03503-kokuji_125gou
	005-03593-kokujimatubusi1
	005-03586-220806kokuji
	005-03622-seturitukokuji
	005-03619-idoukokuji
	005-03620-kaisansyuusi
	03 解散告示
	07 解散収支要旨

	005-03616-sikinkanrisiteikokuji
	005-03617-sikinkanriidoukokuji



